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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第２四半期連結
累計期間

第60期
第２四半期連結
会計期間

第59期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 14,286,251 5,204,297 20,729,989

経常利益 又は 経常損失（△）（千円） 1,179,656 △370,393 950,341

四半期（当期）純利益 又は 四半期純損失（△）（千円） 602,742 △273,469 593,557

純資産額（千円） － 6,812,912 6,535,216

総資産額（千円） － 14,885,748 16,534,669

１株当たり純資産額（円） － 220.26 210.76

１株当たり四半期（当期）純利益金額 

　又は １株当たり四半期純損失金額（△）（円）
20.57 △9.34 20.25

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） － 43.3 37.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
5,663,226 － 1,391,502

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△352,650 － △332,154

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,967,513 － △731,140

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 2,088,579 772,713

従業員数（人） － 1,482 1,478

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」については、潜在株式がないため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,482 [186]

 　（注） 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時従業員数は［　］内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

   なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 245 [126]

　 （注） 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業

員数は［　］内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。

 なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
　

金額　（千円）
　

殺虫剤部門 2,838,959

園芸用品部門　 211,662

家庭用品部門　 540,699

防疫剤部門　 143,804

その他の部門　 13,856

合計 3,748,980

　（注）　金額は卸売価格（消費税等抜き）によっております。

(2）商品仕入実績

　当第２四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
　

金額　（千円）
　

殺虫剤部門 171,979

園芸用品部門 3,182

防疫剤部門 197,921

その他の部門 275,512

合計 648,596

　（注）　金額は仕入金額（消費税等抜き）によっております。

(3）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）の生産は、ほとんど見込生産であり受注によるものは例外であります。

(4）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
　

金額　（千円）
　

殺虫剤部門 3,683,503

園芸用品部門 416,664

家庭用品部門 364,553

防疫剤部門 396,520

その他の部門　 343,055

合計 5,204,297

　（注）１．売上高は純売上高（消費税等抜き）であります。

２．当社グループでは、主として夏季に集中して需要が発生する製品の製造・販売を行っているため、

四半期連結会計期間ごとの売上高には著しい変動があります。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日）の国内経済は、サブプライム住宅ローン問

題を背景とする世界的な金融市場の混乱の中で、輸出の減少や原材料価格の高騰等の影響による企業業績の低下や個

人消費の冷え込みにより、景気は悪化する傾向となってまいりました。

　このような状況の中で、当社ならびにグループ各社は、さらなる企業価値の増大と堅固な経営基盤を確立するため

に、殺虫剤を中心とした消費者価値創造型新製品の開発、既存事業の販売拡大と継続的な育成、経費の効率的な運用や

コストダウンへの取組み等による利益構造の改革、海外事業の拡大などの課題に取組み、企業体質の強化に努めてま

いりました。

　その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、52億4百万円となりました。利益面では、売上原価率の上昇や返品

調整引当金の計上により差引売上総利益は11億98百万円、営業利益は、販売費及び一般管理費が前期並みに発生した

ことにより2億98百万円の損失、経常利益は3億70百万円の損失、四半期純利益は2億73百万円の損失という結果になり

ました。

　

　部門別売上高の概況は次の通りです。

　殺虫剤部門につきましては、国内市場全体ではほぼ前年並みと見込まれる状況の中で、既存の蚊取り線香や不快害虫

用殺虫剤等を中心に順調に推移いたしました。一方、海外売上は、東南アジア・中米等への売上が減少し、国内および

海外の殺虫剤合計の売上高は36億83百万円となりました。

　園芸用品部門は、既存の殺虫殺菌剤や除草剤等の売上が伸びたため、園芸用品合計の売上高は4億16百万円となりま

した。

　家庭用品部門では、主力のアルコール除菌剤や除湿剤の販売に注力し、家庭用品合計の売上高は3億64百万円となり

ました。

　防疫剤部門は、3億96百万円となり、その他の部門の売上高は3億43百万円となりました。

　なお、当社グループは、殺虫剤の売上構成比が高いため、売上高は上半期を中心に多く計上されるという季節変動要

因をかかえております。一方、人件費や諸経費（広告宣伝費のような政策費を除く）は固定費として、年間を通じてほ

ぼ均等に発生するため、連結会計年度の四半期毎の売上高や利益には著しい相違があります。

　

　当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産額は、前連結会計年度末に比べて16億48百万円減少

し148億85百万円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が14億35百万円増加しましたが、受取手形

および売掛金が29億47百万円減少し、投資有価証券が1億30百万円減少したことによるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末と比べて19億26百万円減少し80億72百万円となりました。主な要因は支払手

形及び買掛金が10億64百万円、未払法人税等が4億94百万円、売上割戻引当金が4億43百万円それぞれ増加した一方で、

短期借入金が37億63百万円、賞与引当金が73百万円減少したことによるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて2億77百万円増加し68億12百万円となりました。なお自己資本比

率は6.0ポイント増加し43.3％となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、17億82百万円の収入となりました。税

金等調整前四半期純損失が3億87百万円となり、仕入債務の減少が21億66百万円、売上債権の減少が36億44百万円、

棚卸資産の減少が8億1百万円あったことなどによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億85百万円の支出となりました。有

形固定資産の取得による支出が1億71百万円あったことなどによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローの状況

  当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、8億97百万円の支出となりました。短

期借入による収入が3億60百万円あったものの、短期借入金の返済による支出が12億60百万円あったことによるも

のです。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は第１四半期連結会計期間末に比べ7億1

百万円増加し20億88百万円となりました。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

当社は、世界中の人々がいつまでも安心して快適に暮らすことのできる社会づくりに貢献するという使命のもと

で、中長期的な視点から経営を行い、グローバルな競争力を持つ企業として企業価値の向上に努めております。

そのためには、当社の経営には、当社が長年にわたり培ってきた生産・販売・技術の専門知識やノウハウ、経験を

もとに、顧客満足度の高い高付加価値商品を積極的かつ継続的に開発することが必須条件であり、同時に国内及び海

外の顧客・取引先等との長期的な関係構築が不可欠であります。

こういった当社の事業特性を理解し長期的視野で当社の理念を実施していくことが、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益につながるものと考え、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、上記の理念を実践する者で

なければならないと考えております。

　

②不適切な支配の防止のための取組み

当社株式は、証券取引所に上場し自由な売買が可能ですが、時として短期的な利益を追求するグループ等による買

収が、株主の皆様に不利益を与えるおそれもあります。

当社は、平成18年５月22日開催の取締役会において、当社株式に対する大規模な買付行為（以下、大規模買付行為

といいます）に対する対応方針（以下、買収防衛策といいます）を導入することを決定、公表いたしました。同年６

月29日の第57期定時株主総会において、この買収防衛策の導入に賛同した取締役の選任議案のご承認をもって株主

の皆様からのご承認とさせていただき、同日開催の取締役会において継続することを決議しております。これは、事

前警告型買収防衛策といわれるものであり、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.fumakilla.

co.jp/ir/index.htm）に内容を掲載しております。

この買収防衛策を導入した目的は、大規模買付行為、すなわち、「特定株主グループの議決権割合を20％以上とす

る当社株券等の買付行為」が、一定の合理的な買付ルールに従って行われることにより、株主の皆様に十分な情報が

提供され、不適切な買収を防止することが、株主の皆様の利益保護並びに当社の企業価値の向上につながると判断し

たためでございます。

当社取締役会は、大規模買付者に対してこの大規模買付ルールの遵守を求め、大規模買付者が大規模買付ルールを

遵守しない場合などには、当社株主共同の利益及び当社企業価値の保護の観点から、一定の対抗措置を講じることが

できるものとしております。

　

③上記の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきも

のと考えておりますが、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価するに際しても、大規模買付者から

一方的に提供される情報だけでなく、当社の事業特性を十分に理解している当社取締役会の大規模買付行為に対す

る評価・意見等が適切に提供されることが極めて重要であると考えております。

大規模買付ルールは、株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするための必要か

つ十分な情報を提供するものであり、当社株主共同の利益に資するものであると考えます。

なお、この買収防衛策におきましては、取締役会の恣意的な判断によって対抗措置が発動されることを防止するた

め、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を尊重して買収防衛策が発動されることが定められており、取締役の地

位の維持を目的とするものではありません。　

　

(4）研究開発活動

　　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、150,725千円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 29,400,000 29,400,000
東京証券取引所

（市場第二部）
－

計 29,400,000 29,400,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年７月１日～
平成20年９月30日 － 29,400,000 － 2,889,600 － 1,295,178
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

アース製薬株式会社　 東京都千代田区神田司町２－12－１ 2,910 9.90

大下　高明　 広島県広島市 2,685 9.13

エステー株式会社　 東京都新宿区下落合１－４－10 1,400 4.76

株式会社みずほ銀行　 東京都千代田区内幸町１－１－５ 1,160 3.95

住友化学株式会社　 東京都中央区新川２－27－１ 867 2.95

株式会社広島銀行　 広島県広島市中区紙屋町１－３－８ 839 2.86

大下産業株式会社　 広島県広島市安佐南区祇園１－12－13 787 2.68

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－３－１　 676 2.30

大下　俊明　 広島県広島市 462 1.57

ユービーエス エージー ロンドン

アカウントアイピービーセグリゲ

イテッドクライアントアカウント

(常任代理人 シティバンク銀行株

式会社)

AESCHENVORTSTADT 48　

CH-4002 BASEL

SWITZERLAND

（東京都品川区東品川２－３－14）

 

　

457 1.55

計 － 12,244 41.65
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（６）【議決権の状況】

　

　　　①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 110,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,959,000 28,959 －

単元未満株式 普通株式 331,000 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 29,400,000 － －

総株主の議決権 － 28,959 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権の数3個）含ま

れております。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

フマキラー株式会社
東京都千代田区神

田美倉町11番地
110,000 － 110,000 0.38

計  － 110,000 － 110,000 0.38

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 392 410 462 459 420 387

最低（円） 365 372 398 400 346 350

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであり、職名が変

更になっております。

氏名 新職名 旧職名 異動年月日

向井 正　
取締役 営業本部長

量販部長(兼任) 店頭管理部長(兼任)
取締役 営業本部長 量販部長(兼任） 平成20年11月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,518,579 1,082,713

受取手形及び売掛金 2,545,787 5,492,895

商品及び製品 2,567,795 2,659,745

仕掛品 487,936 647,809

原材料及び貯蔵品 847,281 860,613

その他 771,840 487,424

貸倒引当金 △749 △1,233

流動資産合計 9,738,470 11,229,969

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 942,130

※1
 959,981

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 718,895

※1
 777,694

工具、器具及び備品（純額） ※1
 157,279

※1
 211,364

土地 775,774 780,902

建設仮勘定 217,793 15,318

有形固定資産合計 2,811,874 2,745,261

無形固定資産 11,494 12,570

投資その他の資産

投資有価証券 2,160,477 2,290,839

その他 189,433 281,336

貸倒引当金 △26,001 △25,308

投資その他の資産合計 2,323,909 2,546,868

固定資産合計 5,147,277 5,304,699

資産合計 14,885,748 16,534,669
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,737,353 3,673,180

短期借入金 216,312 3,979,390

未払法人税等 803,448 309,129

賞与引当金 130,917 204,058

売上割戻引当金 569,749 126,235

返品調整引当金 329,408 258,918

その他 693,353 831,047

流動負債合計 7,480,542 9,381,961

固定負債

退職給付引当金 89,664 83,947

役員退職慰労引当金 353,498 334,810

その他 149,130 198,734

固定負債合計 592,292 617,491

負債合計 8,072,835 9,999,453

純資産の部

株主資本

資本金 2,889,600 2,889,600

資本剰余金 1,300,089 1,299,815

利益剰余金 2,318,172 1,920,522

自己株式 △29,970 △25,649

株主資本合計 6,477,891 6,084,288

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 64,115 141,174

為替換算調整勘定 △90,774 △50,280

評価・換算差額等合計 △26,659 90,893

少数株主持分 361,680 360,034

純資産合計 6,812,912 6,535,216

負債純資産合計 14,885,748 16,534,669
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 14,286,251

売上原価 9,055,041

売上総利益 5,231,209

返品調整引当金戻入額 258,918

返品調整引当金繰入額 329,408

差引売上総利益 5,160,719

販売費及び一般管理費 ※1
 3,869,957

営業利益 1,290,762

営業外収益

受取利息 4,996

受取配当金 37,077

為替差益 11,192

その他 25,976

営業外収益合計 79,243

営業外費用

支払利息 19,348

売上割引 47,118

たな卸資産処分損 103,511

その他 20,370

営業外費用合計 190,349

経常利益 1,179,656

特別利益

固定資産売却益 3,174

その他 487

特別利益合計 3,661

特別損失

固定資産除売却損 2,230

投資有価証券評価損 19,182

特別損失合計 21,412

税金等調整前四半期純利益 1,161,905

法人税、住民税及び事業税 820,548

法人税等調整額 △290,291

法人税等合計 530,256

少数株主利益 28,906

四半期純利益 602,742
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 5,204,297

売上原価 3,759,939

売上総利益 1,444,358

返品調整引当金戻入額 83,325

返品調整引当金繰入額 329,408

差引売上総利益 1,198,276

販売費及び一般管理費 ※1
 1,497,006

営業損失（△） △298,729

営業外収益

受取利息 3,223

受取配当金 14,882

その他 15,598

営業外収益合計 33,705

営業外費用

支払利息 3,667

売上割引 19,854

為替差損 21,023

たな卸資産処分損 47,154

その他 13,669

営業外費用合計 105,368

経常損失（△） △370,393

特別利益

固定資産売却益 2,029

その他 487

特別利益合計 2,517

特別損失

固定資産除売却損 578

投資有価証券評価損 19,182

特別損失合計 19,760

税金等調整前四半期純損失（△） △387,637

法人税、住民税及び事業税 △47,173

法人税等調整額 △76,638

法人税等合計 △123,812

少数株主利益 9,644

四半期純損失（△） △273,469
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,161,905

減価償却費 192,953

負ののれん償却額 △158

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,155

前払年金費用の増減額（△は増加） △8,541

貸倒引当金の増減額（△は減少） 210

その他の引当金の増減額（△は減少） 434,427

受取利息及び受取配当金 △43,664

支払利息 20,938

為替差損益（△は益） △5,220

投資有価証券評価損益（△は益） 19,182

有形固定資産除売却損益（△は益） △944

売上債権の増減額（△は増加） 2,925,373

たな卸資産の増減額（△は増加） 246,166

仕入債務の増減額（△は減少） 1,088,195

その他 △75,836

小計 5,964,143

利息及び配当金の受取額 41,883

利息の支払額 △17,408

法人税等の支払額 △325,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,663,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △20,000

有形固定資産の取得による支出 △321,945

有形固定資産の売却による収入 3,174

投資有価証券の取得による支出 △15,771

その他 1,892

投資活動によるキャッシュ・フロー △352,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,150,000

短期借入金の返済による支出 △4,900,000

自己株式の取得による支出 △4,840

配当金の支払額 △198,921

少数株主への配当金の支払額 △14,766

その他 1,014

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,967,513

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,315,865

現金及び現金同等物の期首残高 772,713

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,088,579
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。

　　これに伴う、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。

　　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載

しております。

　

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」の適用

　　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18

年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結

会計期間から適用しております。

　　これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

ありません。

　

（3）リース取引に関する会計基準の適用

　　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日企業

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　

最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16

号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資

産として計上しております。

　　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐

用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっており

ます。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用

しております。

　　これに伴う、当第２四半期連結累計期間のリース資産計

上額、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高

の算定方法

　　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実

績率が前連結会計年度末に算定したも

のと著しい変動がないと認められるた

め、前連結会計年度末の貸倒実績率を

使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。

２．棚卸資産の評価方法 　　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収

益性の低下が明らかなものについて正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行

う方法によっております。

　

３．固定資産の減価償却費

の算定方法

　　定率法を採用している資産について

は、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

　

４．法人税の算定方法 　　法人税等の納付税額の算定に関して

は、加味する加減算項目や税額控除項

目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

　

５．連結会社相互間の債権

債務及び取引の相殺消去

　　取引金額に差異がある場合で当該差異

の重要性が乏しいときには、親会社の

金額に合わせる方法により相殺消去し

ております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※1 有形固定資産の減価償却累計額は、 8,577,940千円

であります。　

　

※1 有形固定資産の減価償却累計額は、8,429,518千円

であります。　

　

  2　受取手形割引高 60,520千円   2　受取手形割引高 250,471千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。

　広告宣伝費　 1,001,039　千円

　販売促進費　 351,895　

　貸倒引当金繰入額　 2,891　

　賞与引当金繰入額 85,856　

　退職給付費用　 61,474　

　役員退職慰労引当金繰入額　 20,188　

　2 当社グループでは、主として夏季に集中して需要が発生

する製品の製造・販売を行っているため、通常、第２四

半期連結累計期間の売上高は他の四半期連結累計期間

と比べて著しく高くなっております。

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。

　広告宣伝費　 181,600　千円

　販売促進費　 127,653　

　貸倒引当金繰入額　 1,573　

　賞与引当金繰入額 67,257　

　退職給付費用　 31,056　

　役員退職慰労引当金繰入額　 8,740　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係　

　

（平成20年９月30日現在）

　 （千円）

　現金及び預金勘定 2,518,579

　預入期間が３か月を超える定期預

金
△430,000

　現金及び現金同等物 2,088,579

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　29,400千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 110千株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(1)　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年6月27日

定時株主総会
普通株式 205,092 7 平成20年3月31日 平成20年6月30日 利益剰余金 

(2)　基準日が当連結会計年度の開始日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める殺虫剤、園芸用品、家庭用品、防疫用剤事業の割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,072,551 1,131,746 5,204,297 － 5,204,297

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
131,907 103,589 235,497 (△235,497) －

計 4,204,458 1,235,336 5,439,795 (△235,497) 5,204,297

営業利益 又は 営業損失 △348,852 20,749 △328,102 29,372 △298,729

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 12,389,576 1,896,674 14,286,251 － 14,286,251

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
209,982 272,816 482,799 (△482,799) －

計 12,599,559 2,169,491 14,769,050 (△482,799) 14,286,251

営業利益 1,184,367 48,491 1,232,859 57,902 1,290,762

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域

　 アジア：インドネシア

３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を適用しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,200,749 188,874 1,389,623

Ⅱ　連結売上高（千円）  5,204,297

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
23.1 3.6 26.7

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,042,434 442,238 2,484,672

Ⅱ　連結売上高（千円）  14,286,251

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
14.3 3.1 17.4

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア　　　　　：マレーシア、インドネシア

(2）その他の地域　　：メキシコ、イタリア

３．海外売上高は、親会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに、本国以外の国に所在する連結子会社

の売上高の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であります。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、

記載しておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　　　  該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 220.26円 １株当たり純資産額 210.76円

２．１株当たり四半期純利益（損失）金額

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 20.57円 　１株当たり四半期純損失金額 △9.34円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま　　　

せん。

　　　  ２．１株当たり四半期純利益（又は損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 602,742 △273,469

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
602,742 △273,469

期中平均株式数（千株） 29,295 29,293

（重要な後発事象）

　　　  該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められないため、記

載しておりません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月11日

フマキラー株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 濱田　芳弘　　印

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 和泉　年昭　　印

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 下西　富男　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフマキラー株式会社

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フマキラー株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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